
　　・　　　手続きガイド

上里町へ
転入したときは

転入 転出
　これから４月にかけて、進学や就職、転勤などで引っ越しが
多くなります。転入や転出の手続きを忘れずに行いましょう。

転入届は、町外から転入した日から14日以内に手続きをして
ください。

町 民 福 祉 課【☎35-1224】
子育て共生課【☎35-1236】
健 康 保 険 課【☎35-1222】
高齢者いきいき課【☎35-1243】
税 　 務 　 課【☎35-1220】
くらし安全課【☎35-1226】
教 育 総 務 課【☎35-1246】
上 下 水 道 課【☎33-4161】
保健センター  【☎33-2550】

問
　
合
　
せ

項目 該当の方・手続き 必要なもの 担当課

□　転入届 ほかの市区町村から上里町に住所を移した方

前住所地の転出証明書
（発行された方）
本人確認書類
マイナンバーカード
（お持ちの方）

町民福祉課
町民係

（③番窓口）
□　印鑑登録 転入後に印鑑登録証明書が必要な方

(前住所地の印鑑登録証は転出後使用できません)
登録する印鑑
本人確認書類

□　国民年金 転入届と同時に処理されるため住所変更の手続きはありません。
国外からの転入者は資格の確認をしてください。

健康保険課
医療年金係
（⑧番窓口）

□　国民健康保険
前住所地で加入していた方は加入手続き

本人確認書類

□　後期高齢者医療
負担区分等証明書
（県外からの転入者のみ）
前住所地の資格確認書等の写し

□　福祉３医療

こども医療

申請が必要です。 関係窓口にお問い合わせ
ください。重度心身障害者医療

町民福祉課　
社会福祉係
（⑤番窓口）

ひとり親家庭等医療
子育て共生課
子育て支援係
（⑥番窓口）　

□　児童手当 申請が必要です。担当窓口にお問い合わせください。

□　(特別)児童扶養手当 申請が必要です。担当窓口にお問い合わせください。

□　保育所 申請が必要です。担当窓口にお問い合わせください。

□　町立小・中学校 転入の手続きが必要です。担当窓口にお問い合わせください。 教育総務課
教育庶務係(３階)

□　介護保険 介護認定を受けている方は、窓口にお越しく
ださい。 受給資格証明書（お持ちの方） 高齢者いきいき課　

高齢介護係(⑩番窓口)
□　上里町ナンバー
　　プレート

125cc以下の原付等を所有している方は窓口
で登録してください。

前住所地の廃車証明書・
本人確認書類

税務課
資産税係(⑬番窓口)

□　上水道 「水道使用開始申込書」を提出してください。（電子申請・FAX可）
電子申請の詳細は、６ページをご覧ください。 上下水道課（２階）

□　犬の登録 住所変更の手続きをしてください。 前住所地で発行された鑑札 くらし安全課　
生活環境係（２階）

□　乳幼児予防接種予診票 差替えが必要です。 母子手帳

保健センター□　妊産婦健康診査助成券
　　新生児聴覚スクリーニング
　　検査助成券

差替えが必要です。 母子手帳・
前住所地で交付された助成券

　町では、住所異動・住民票・印鑑登録証明書・戸籍証明等の
申請の際に窓口に来られた全ての方の本人確認を行っています。
　本人確認書類（運転免許証・パスポート・マイナンバーカー
ド等）の提示をお願いします。

本人確認書類の提示が必要です
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上里町から
転出するときは 転出届は、町外へ転出する日が決まったらあらかじめ、または転

出してから14日以内に手続きをしてください。

項目 手続き 担当課

□　転出届

転出先の市区町村に提出する転出証明書を交付します。
マイナンバーカードが交付されている方はお持ちください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルか
らも転出の届出が可能となります。詳しくはデジタル庁
ホームページをご覧ください。

町民福祉課
町民係

（③番窓口）

□　印鑑登録 転出により印鑑登録が廃止になりますので､印鑑登録証(カード)を
返却してください。

□　国民年金 上里町での手続きはありません。転出先で住所変更の手続きをしてください｡
国外への転出は、資格喪失の確認をしてください。 －

□　国民健康保険 資格確認書または資格情報のお知らせを返却してください。

健康保険課
医療年金係
（⑧番窓口）

□　後期高齢者医療
資格確認書等を返却してください。
｢資格確認書等の写し｣または｢負担区分等証明書(県外転出の方)｣をお受け取りください。

□　福祉３医療

こども医療(青)

受給者証等を返却してください。重度心身障害者医療(橙)
町民福祉課　
社会福祉係
（⑤番窓口）

ひとり親家庭等医療(緑)

子育て共生課
子育て支援係
（⑥番窓口）　

□　児童手当 転出の手続きが必要です。担当課にお問い合わせください。

□　(特別)児童扶養手当 転出の手続きが必要です。担当課にお問い合わせください。

□　保育所 転出の手続きが必要です。担当課にお問い合わせください。

□　町立小・中学校 転出の手続きが必要です。担当課にお問い合わせください。 教育総務課
教育庶務係（３階）

□　介護保険 介護認定を受けている方は、窓口にお越しください。
「介護保険受給資格証明書」をお渡しします。

高齢者いきいき課　
高齢介護係(⑩番窓口)

□　上里町ナンバー
　　プレート

125cc以下の原付等を所有している方は廃車手続きをしてください。
（必要なもの：ナンバープレート・本人確認書類）

税務課
資産税係(⑬番窓口)

□　上水道 「水道使用中止届」を提出してください。（電子申請・FAX可）
電子申請の詳細は、６ページをご覧ください。 上下水道課（２階）

□　犬の登録
上里町での手続きはありません。
上里町で発行された鑑札をお持ちになり、転出先の市区町村にて住所変更の
手続きをしてください。

－

□　乳幼児予防接種予診票 差替えが必要です。転出先で手続きをしてください。

保健センター□　妊産婦健康診査助成券
　　新生児聴覚スクリーニング　　
　　検査助成券

差替えが必要です。転出先で手続きをしてください。

▲デジタル庁ＨＰ
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